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令和３年第２回小国町農業委員会議事録 

 

１．開催日時  令和３年２月１０日（水）午後１時３０分から 

 

２．開催場所  おぐに町民センター ３０１号室 

 

３．出席委員（農業委員 7 名  計 7 名） 

   会     長        松岡 克明 

   会長職務代理者    1 番  石松 雄平 

   委     員    2 番  梅木 美代 

              3 番  穴井 英雄 

4 番  飯沼 由彦 

5 番  宮﨑 博美 

              6 番  佐藤 仲子 

              7 番  欠席 

 

４．欠席委員 

穴井千年委員 

 

５．議事日程 

 

第１ 議事録署名委員の指名 

 

第２  議案第１号番号１ 農地法第 3 条の規定による許可申請について 

 

第３  議案第１号番号２ 農地法第 3 条の規定による許可申請について 

 

第４  議案第１号番号３ 農地法第 3 条の規定による許可申請について 

 

第５  議案第１号番号４ 農地法第 3 条の規定による許可申請について 

 

第６  議案第２号    農地法第 4 条の規定による許可申請について 

 

第７  議案第３号番号１ 農業経営基盤強化促進法第 18 条第 1 項の規定に 

～番号２ よる農地利用集積計画について(利用権貸借) 

 

 



 

 

６．農業委員会事務局職員 

   事務局長   宮崎 智幸 

   事務局職員  波多野 裕 

 

 

７．会議の概要 

 

事 務 局 長   ただ今から、令和３年第２回小国町農業委員会を開催いたし

ます。出席農業委員は７名、欠席委員は１名で、総会は成立し

ております。 

それでは、小国町農業委員会会議規則により、議長は会長が務

めることとなっておりますので、以降の議事の進行は松岡会長

にお願いいたします。 

 

議   長   これより議事に入ります。日程第１の議事録署名委員及び会

議書記の指名を行います。小国町農業委員会会議規則第１２条

第２項に規定する議事録署名委員ですが、議長から指名させて

いただくことにご異議ありませんか。 

 

（異議なしの声あり） 

 

議   長   それでは、議事録署名委員は、１番石松雄平委員、４番飯沼

由彦委員にお願いいたします。 

なお、本日の会議書記には事務局職員の波多野さんを指名い

たします。以上で日程第１を終わります。 

 

議   長   日程第２ 議案第１号番号１「農地法第３条の規定による許

可申請について」を議題に供します。事務局より議案の朗読と

説明をお願いします。 

 

事 務 局 長   議案書の 1 ページをお開きください。「農地法第 3 条の規定に

よる許可申請について」農地法第 3 条の規定により、下記農地

の申請があったので意見を求める。令和 3 年 2 月 10 日提出。小

国町農業委員会会長松岡克明でございます。 

議案書の 1 ページをお開きください。土地の所在は、大字上田

字○○○○番地です。地目は登記簿、田、現況、田、面積は 215

㎡です。権利の種別は、3 条の有償移転となります。譲り渡し人



 

 

と譲り受け人は記載の通りです。申請事由としましては、経営規

模拡大を目的とする所有権移転となります。備考欄に対価が記載

されています。詳しくは別冊資料 1 の農地法第 3 条の規定による

許可申請書をご覧ください。1 ページが許可申請書の写しです。

2 ページが現に所有する農地面積が記載されております。田んぼ

が 5,202 ㎡で畑が 1,394 ㎡合わせて 6,596 ㎡となっております。

3 ページには作付け状況と農機具の保有状況が記載されており

ます。作付けにつきましては、水稲が 5,202 ㎡大根、白菜等の自

家用が1,609㎡となっております。機械の所有はトラクター1台、

軽トラ１台です。5 ページと 6 ページが、周辺地域との関係と地

域との役割分担が記載されております。7 ページが登記簿謄本の

写しです。所有権移転に伴う障害となる権利関係はございません。

8 ページが位置図になります。国道○○号線の上田○○に向かい

○○の信号を過ぎた右手の方になります。9 ページが字図で、10

ページが航空写真となります。11 ページが農業委員さんとの現

地立会の時の写真となります。12 ページに確認書が付けてあり

ます。内容的に効率的に耕作する事の要件、農作業の従事要件、

現面積、地域との調和要件全てクリアできております。説明は以

上です。 

 

議   長   ただいまの事務局の説明に関連して、飯沼由彦委員から報告

をお願いします。 

 

４   番   2 月 3 日に私と、松岡会長、事務局 2 名とで現地の確認に行き

ました。申請地は、耕作がされていなかった農地でしたが、現

在は、耕作ができる状態になっておりました。報告は以上です。 

 

議   長   それではこれより、質疑に入ります。ただいまの事務局説明

について、発言のある方は挙手をお願いします。 

 

３   番   この土地に水路はありますか。畑として利用するのですか。 

 

事 務 局 長   もともと登記簿上は田になっておりますし、隣接する土地は

土地改良事業ができております。確認はしていませんが、水は

あったのだろうと思います。今回は、3 条の農地の売買での有償

移転となっておりますので、畑として利用する予定になってお

ります。 



 

 

 

１   番   ○○さんは、残っている農地はありますか。 

 

事 務 局 長   議案書の中の譲り渡し人の経営面積は107.5aになっておりま

す。 

 

１   番   はい。わかりました。 

 

議   長   それでは、採決いたします。議案第１号番号１について、原

案の通り決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

 

（全 員 賛 成） 

 

議   長   全員賛成ですので、議案第１号番号１は原案の通り決定しま

した。 

    

議   長   日程第３ 議案第１号番号２「農地法第３条の規定による許可

申請について」を議題に供します。事務局より議案の朗読と説

明をお願いします。 

 

事 務 局 長   議案書の 1ページをお開きください。議案第 1号番号 2です。 

土地の所在は、大字西里字○○○○番地と○○番地の 2 筆です。

地目は登記簿、田、現況、田で 2 筆合計面積が 3,510 ㎡になり

ます。権利の種別は 3 条の有償移転になります。譲り渡し人と、

譲り受け人は記載の通りです。申請事由としては、農業経営の

開始を目的とする所有権移転です。備考欄には、対価が記載さ

れております。詳しくは、別冊資料 1 の 13 ページをお開きくだ

さい。13 ページが許可申請書です。14 ページが自作地の所有面

積が記載されていますが、現在のところ自己所有地はありませ

ん。借入地も含めて現在ありません。続きまして 15 ページが作

付け予定と農機具の保有状況が記載されています。作付け予定

としましては、水稲、ブルーベリーとなっております。農機具

の保有状況は、軽トラ 1 台で、トラクター、田植え機は、リー

スとなっております。17 ページと 18 ページには周辺地域との関

係と役割分担が記載されております。それから、19 ページと 20

ページが営農計画書で、新規での営農者という事で計画書を出

しております。先ほど言いましたように申請地につきましては、



 

 

水稲、ブルーベリーを作付け予定です。20 ページに労働力の状

況としましては、2 名で作付けするような計画です。水稲につき

ましては、過去に上田の方で作付けの実績があるという事を聞

いております。販売流通としましては、JA 阿蘇となっておりま

す。21 ページから 24 ページには土地登記簿謄本の写しが付けて

あります。所有権移転に伴う障害となる権利関係はございませ

ん。25 ページが位置図です。○○の集落から○○抜ける町道に

○○があるんですけれど、そこから左に入っていったところに

あります。それから 27 ページに字図、28 ページが航空写真です。

29 ページが委員さんとの現地立会時の写真です。この田んぼに

ついては、長年に渡って作付けされていない状況で、かなり荒

れていたのですが、今回作付けするという事できれいに整備さ

れていまして、耕起まで行っている状況になっておりました。

最後 30 ページに確認書を付けてあります。全部効率利用する要

件、常時従事する要件、下限面積は今回初めてで、30aを超えて

いますので要件は、クリアできております。それから地域人た

ちとの調和条件も全て要件はクリアできております。説明は以

上です。 

 

議   長   ただいまの事務局の説明に関連して、佐藤仲子委員から報告

をお願いします。 

 

６   番   2月 3日に事務局2名と穴井委員と4名で現地確認に行きまし

た。先ほど事務局が説明されたように去年までは、現地は荒れ

ていましたが、今回きれいに草刈りされ、土地も整理されてい

ました。向こう岸の田んぼの方は川の所の関とかが少し壊れて

いましたが、ブルーベリーを植えるという計画という事なので、

何ら問題はないと思います。審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 

議   長   それではこれより、質疑に入ります。ただいまの事務局説明

について、発言のある方は挙手をお願いします。 

 

５   番   質問ではないのですが、前の案件と今回の案件では、金額が

半分以下なので場所によっては、ここまで金額の差が出るのか

と思いまして。 

 



 

 

議   長   費用のことですか。 

 

５   番   はい、売買金額がですね。場所がいい所と山田では、こんな

に金額が違うのですね。金額だけのことなのでいいです。 

 

議   長   それでは、採決いたします。議案第１号番号２について、原

案の通り決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

 

（全 員 賛 成） 

 

議   長   全員賛成ですので、議案第１号番号２は原案の通り決定しま

した。 

    

議   長   日程第４ 議案第１号番号３「農地法第３条の規定による許可

申請について」を議題に供します。事務局より議案の朗読と説

明をお願いします。 

 

事 務 局 長   同じく議案書の 1 ページをお開きください。議案第 1 号番号 3

です。土地の所在は、大字西里字○○、○○、○○番地の 3 筆

です。土地の地目は登記簿、田、現況、田で最後の○○番地だ

けが登記簿、畑になっております。土地の面積は、3 筆合計で、

3,486 ㎡です。権利の種別は 3 条の無償移転となります。譲り渡

し人と譲り受け人は記載の通りです。申請事由としましては、

経営規模拡大を目的とする所有権移転となります。詳しくは別

冊資料 1 の 31 ページをお開きください。31 ページが許可申請書

になります。32 ページに現に有する農地面積が記載されており

ます。所有分についてはありません。下段の方の借入地が田ん

ぼ 21,734 ㎡で、畑が 6,240 ㎡で合計農地面積が 27,974 ㎡にな

ります。借入については、親から借入ています。33 ページには

作付け状況と農機具の保有状況が記載されています。作付けに

つきましては、水稲とホウレンソウ等になっております。農機

具につきましては、トラクター、田植え機、コンバイン、運搬

機、肥料散布機となっております。続きましては 35 ページ、36

ページに周辺地域との関係と地域との役割分担の状況が記載さ

れております。37 ページから 39 ページには土地登記簿謄本の写

しが付けてあります。所有権移転に伴う障害となる権利関係は

ございません。以下 40 ページが位置図になります。場所は○○



 

 

の集落から河川沿いの右に入って行くところになります。この

地区は基盤整備済みです。41 ページが字図です。42 ページが申

請地の航空写真です。43 ページが委員さんとの現地立会時の写

真です。最後 44 ページに確認書を付けてあります。譲り受け人

の要件は全てクリアできております。説明は以上です。 

 

議   長   ただいまの事務局の説明に関連して、佐藤仲子委員から報告

をお願いします。 

 

６   番   2 月 3 日にみんなで現地確認に行きました。現在譲受人本人が

何年か耕作されていますので、これまで同様の利用の為、何ら

問題はないと思います。審議のほどよろしくお願いします。 

 

議   長   それではこれより、質疑に入ります。ただいまの事務局説明

について、発言のある方は挙手をお願いします。 

 

５   番   ここは、○○の橋の所から右に行った場所ですね。 

 

１   番   ○○さんの経営面積が議案書では 220.7ａになっていますけ

れども、別冊資料の 32 ページには 27,974 ㎡になっていますけ

れどもどうしてですか。 

 

事 務 局 長   少々お待ちください。議案書の数字を 32 ページの許可申請の

数字 220.7a を 279.7a に訂正してください。申し訳ありません

でした。 

 

２   番   これは、無償移転になっていますが、何か変更があったので

すか。親子関係なのですか。 

 

事 務 局 長   はい、親戚関係になりまして、譲り渡し人と譲り受け人との

関係が○○という関係になります。 

 

議   長   それでは、採決いたします。議案第１号番号３について、原

案の通り決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

 

（全 員 賛 成） 

 



 

 

議   長   全員賛成ですので、議案第１号番号３は原案の通り決定しま

した。 

 

議   長   日程第５ 議案第１号番号４「農地法第３条の規定による許可

申請について」を議題に供します。事務局より議案の朗読と説

明をお願いします。 

 

事 務 局 長   議案書の 2ページをお開きください。議案第 1号番号 4です。

土地の所在は、大字西里字○○○○番地の 1 筆です。地目は登

記簿、田、現況、田、面積が 2,416 ㎡です。権利の種別は 3 条

の無償移転となります。譲り渡し人と譲り受け人は記載の通り

です。申請事由としましては経営規模拡大を目的とする所有権

移転となります。この議案については先ほどの番号 3 に隣接す

る場所となります。譲受人につきましても、番号 3 と同じ方に

なります。譲り渡し人は、今回番号 3 の○○となります。詳し

くは別冊資料 1 の 45 ページをお開きください。45 ページが許可

申請書になります。譲受人が先ほどと同じ方なので、46 ページ

から 50 ページまでは、省略させていただきます。51 ページが土

地登記簿謄本の写しです。52 ページに位置図、53 ページに字図

が付けてあります。先ほどの番号 3 の隣になります。54 ページ

が航空写真、55 ページが委員さんとの現地立会時の写真です。

56 ぺージには確認書を付けてあります。要件は、全てクリアで

きております。説明は以上です。 

 

議   長   ただいまの事務局の説明に関連して、佐藤仲子委員から報告

をお願いします。 

 

６   番   先ほどの 3 番の議案と一緒に現地確認をしましたけれども、

譲受人が番号 3 と同じなので何ら問題はないと思います。ご審

議よろしくお願いいたします。 

 

議   長   それではこれより、質疑に入ります。ただいまの事務局説明

について、発言のある方は挙手をお願いします。 

 

１   番   これは無償という事ですが、贈与税とかは関係ないのですか。 

 



 

 

事 務 局 長   通常、贈与税関係は評価額に対して、基礎控除額が 110 万円

の控除がありますので、評価額に対して、例えば 100 万円で取

り引きされた場合 10 分の 1 となります。今回の場合は税金がか

かることはないと思います。 

 

１   番   はい。わかりました。 

 

事 務 局 長   それと譲受人につきましては、これまでも経営基盤強化法で

の貸し借りで水稲を作付けしていました。所有権移転して同じ

ように水稲を作付けする計画です。 

 

議   長   それでは、採決いたします。議案第１号番号４について、原

案の通り決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

 

（全 員 賛 成） 

 

議   長   全員賛成ですので、議案第１号番号４は原案の通り決定しま

した。 

    

議   長            次に、日程第６ 議案第２号「農地法第４条の規定による許

可申請について」を議題に供します。事務局より議案の朗読と

説明をお願いします。 

 

事 務 局 長   議案書の 3 ページをお開きください。「農地法第 4 条第 1 項の

規定による許可申請に対する意見について」農地法第 4 条第 1

項の規定により、下記農地の申請があったので意見を求める。

令和 3 年 2 月 10 日提出。小国町農業委員会会長松岡克明でござ

います。 

議案第 2 号番号 1 です。土地の所在は、大字上田字○○○○

番地です。土地の地目は登記簿、原野、現況、畑、面積は、38,776

㎡のうち 2,878.8 ㎡です。申請人は記載の通りです。転用目的

は、肉用馬の放牧を行うために施設が必要でパドッグ、治療房、

堆肥場等です。詳しくは、別冊資料 1 の 57ぺージをお開きくだ

さい。57 ぺージが農地法第 4 条の規定による許可申請書の写し

です。59 ページが事業計画書となっており、事業計画書を読ん

でみます。土地の選定理由としては、第 3 項に記載の肉用馬の

肥育を行うにあたり、大型トラックによる馬及び資材・飼料等



 

 

の搬入・搬出が比較的容易に行える場所であり、下流域への影

響も極めて小さい事等、所有地の内で最も適した場所であると

判断し選定しました。事業の目的及び必要性としましては、事

業計画概要に記載の馬肥育を行うにあたり、体調管理や品質向

上のため、一定期間囲い込むためのパドック等の施設が必要と

なるため、当該土地の一角を造成し設置したいと思います。計

画概要としましては、小国町大字上田字○○及び上田字○○、

北里字○○の所有地において約 63haのエリアで今後肉用馬の肥

育を計画しています。基本は放牧により行いますが、体調管理

や品質向上のため一定期間囲い込むパドック等の施設が必要に

なるため、土地の一角を造成し治療小屋、堆肥場を設置したい

と思います。40 から 50頭の馬搬入を想定し、1頭あたり最低 40

㎡必要になるため囲い込みパドックの広さを 2,000 ㎡以上確保

しています。1歳を過ぎた馬を北海道より搬入し約 1 年半から 2

年程度の肥育期間を経て、熊本小国産馬として販売を目指しま

す。という事で面積については先ほど言いましたように 2,878.8

㎡転用するという事になっています。その下に内訳が書いてあ

りますようにパドックが 2,194.2 ㎡、給餌用作業道が 88.1 ㎡、

トラック搬入出道路が 240.3 ㎡、管理用道路が 208.6 ㎡、建築

物（治療房）が 48 ㎡、工作物（堆肥場）が 18 ㎡、設備（排水

溝）が 22.7 ㎡、汚水溜めが 58.9 ㎡で合計面積 2,878.8 ㎡を転

用するものです。以下省略をいたします。それから 60 ページの

6 番の方に資金計画としましてこういった内容でこの金額を予

定されています。それから 61 ページから 62 ページが土地登記

簿謄本の写しです。転用関係で障害となる権利関係はございま

せん。63 ページが位置図になっております。○○から一番山頂

に向かって上がっていったところです。64 ページが字図です。

65 ページが求積図と配置図になっております。66 ページが横断

面図位置図です。67 ページが断面図となります。Ａ－Ａ′断面、

Ｂ－Ｂ′断面、Ｃ－Ｃ′断面、Ｄ－Ｄ′断面、断面図が一応書

いてありますけれども、現況をほとんど触らないような形での

計画となっております。68 ページが再度配置図になっています。

69 ページが排水の計画書となっています。70 ページからそれぞ

れの施設の詳細図が 74 ページまであります。75 ページがこの施

設に関係する資金計画の見積もりが書いてあります。76 ページ

が資金の裏付資料が付けてあります。77 ページが航空写真です。



 

 

78 ページが委員さんとの現地立会の写真です。最後に 79 ページ

が確認書となっております。説明は以上です。 

 

議   長            ただいまの事務局の説明に関連して、担当の飯沼由彦委員か

ら報告をお願いします。 

 

４   番   2月3日に私と松岡会長と事務局2名で現地を確認に行きまし

た。現地の写真と同じようにすでに牧柵がされている状態で、

周辺一帯も転用者の所有地になっていますので、他の営農者た

ちには影響はないと思います。以上で報告を終わります。 

    

議   長   それではこれより、質疑に入ります。ただいまの事務局説明

について、発言のある方は挙手願います。 

 

５   番   ここは、前の場所と同じですか。 

 

事 務 局   少し違いますね。 

 

事 務 局 長   以前同じように馬を飼っていた部分は北里で谷が 1 つ違いま

す。位置的には前回の場所と一体的に繋がっている場所です。 

 

５   番   はい、わかりました。 

 

１   番   一応、計画の内容を見ましたが転用しなければいけない部分

は、建築物の治療房と堆肥場位だと思いますが、それ以外の道

路とかもこのように申請をしなくてはいけないのですか。 

 

事 務 局 長   パドック部分的につきましては、実際に砕石を敷こんで固め

る作業と、通路関係については砕石を入れて固めるので農地と

して利用できなくなる状況になります。その部分を含めて転用

するという事で処理をします。 

    

議   長   それでは、採決いたします。議案第２号について、原案の通

り決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

 

（全 員 賛 成） 

 



 

 

議   長   全員賛成ですので、議案第２号は許可相当として県知事に意

見を送付いたします。    

    

    

議   長            次に、日程第７ 議案第３号番号１から番号２「農業経営基

盤強化促進法第18条第 1項の規定による利用権貸借の農地利用

集積計画について」を議題に供します。この議題に関しまして

は、当事者である○○委員と○○委員には、一時退室をお願い

いたします。 

 

（○○委員、○○委員 退室） 

    

議   長            それでは、事務局より議案の朗読と説明をお願いします。 

 

事 務 局 長   議案書の 5 ページをお開きください。「農地経営基盤強化促進

法に基づく農地利用集積計画の承認について」（利用権貸借）農

地経営基盤強化法第 18 条第 1 項の規定により、下記農用地利用

集積計画の決定について意見を求める。令和3年2月10日提出。

小国町農業委員会会長松岡克明でございます。 

議案第 3 号番号 1 です。土地の所在は、大字下城字○○○○、

○○、○○番地の 3 筆です。土地の地目は登記簿、畑、現況、

畑、面積は 3 筆合計で 1,931 ㎡です。内容としては、新規にな

ります。利用権を設定する者、利用権の設定を受ける者は記載

の通りです。利用目的は、野菜、期間は 5 年、賃貸借料は記載

の通りです。 

続きまして番号 2 です。土地の所在は、大字下城字○○○○

番地、地目は登記簿、畑、現況、畑、土地の面積は、3,626 ㎡と、

大字下城字○○○○番地、地目は登記簿、畑、現況、畑、面積

は、4,442 ㎡で、2筆合計面積が 8,068 ㎡になります。内容とし

ましては再設定となります。利用権の設定をする者、利用権の

設定を受ける者につきましては、下記の通りです。利用目的は、

野菜、期間は 5 年、賃貸借料は記載の通りです。詳細につきま

しては、別冊資料の 81 ページ、82 ページに記載されています。

設定を受ける者の要件、農地を全て効率的に耕作する事、農作

業に常時従事する事の要件はクリアできております。説明は以

上です。 

 



 

 

議   長   それではこれより、質疑に入ります。ただいまの事務局説明

について、発言のある方は挙手をお願いします。 

 

（質問、意見なし） 

 

議   長   それでは、採決いたします。議案第３号番号１から番号２の

原案について同意することに賛成の方は挙手をお願いします。 

 

（全 員 賛 成） 

 

議   長   全員賛成ですので、議案第３号番号１から番号２の原案につ

いて同意することを決定します。 

 

※決定後波多野が○○委員と○○委員を呼びに行く 

（○○委員、○○委員 入場） 

 

 

議   長   それでは、以上をもちまして、小国町農業委員会第２回総会

を閉会致します。 

 

 

 

 令和３年第２回小国町農業委員会の議事録に相違ないことを証する 

ためここに署名する。 

 

１  番  

 

４  番  


